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0

440 1 1,188.00 水田 3年 11か月

令和2年4月1日

支払方法
取扱面積 ㎡ 権利の内容

1
大山町 束積 字天坪 田 使用貸借

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地 設 定 す る 権　利

現に機構より権利の設
定を受けている者土 地 の 所 在 地

現況地目 権利の種類 契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料
円／10ｱｰﾙ・年

大山町 束積 字御崎田 田 使用貸借

1168 2,148.00 水田

442 1,075.00 水田 令和6年3月9日

秋田　拡美 大山町 束積 字天坪 田 使用貸借

1169 270.00 水田

大山町 羽田井字三谷 田 使用貸借

大山町 束積 字御崎田 田 使用貸借

909 1 665.00 水田 令和2年4月1日

9年 11か月

令和2年4月1日

1232 1,063.00 水田 3年 11か月

大山町 束積 字家ノ前 田 使用貸借

令和12年3月9日

令和6年3月9日

計 7,932.00

11か月

令和2年4月1日

145 1 1,523.00 水田 0年

大山町 束積 字南田 田 使用貸借

7 件 令和3年3月9日

使用貸借 0

971 731.00 普通畑 1年 10か月
2

大山町 田中 字釼野 畑

1 件 令和4年2月9日

計 731.00

大場ゆかり 令和2年4月1日
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-

-
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（Ｃ）

（Ｃ）

-

-

-

3
大山町 潮音寺字ミトメ 田

1 件 令和7年3月9日

計 2,754.00

岡﨑悠一 令和2年4月1日

賃借権 全体20,000円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

335 2,754.00 水田 4年 11か月

使用貸借 0

水田 7年 8か月

令和2年4月1日

4
大山町 平木 字神田 田

581 2 1,124.00

5
大山町 岡 字穴田 田

2 件

計 1,388.00

581 3 264.00 水田 令和9年12月10日

岡田浩司 大山町 平木 字神田 田 使用貸借

令和7年2月9日

10か月

株式会社andAgri 令和2年4月1日

使用貸借 0

752 2,119.00 水田 4年

大山町 岡 字上野中 田 賃借権

令和2年4月1日

令和7年2月28日

(公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

831 3,087.00 水田 4年 11か月

大山町 岡 字船揚場 田 賃借権 全体21,000円

大山町 岡 字上野中 田 賃借権

令和2年4月1日

令和7年2月28日

全体21,000円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

732 2,891.00 水田 4年 11か月

741 2,218.00 水田 令和7年2月9日

大山町 住吉 字中山道上提辺 畑 賃借権

岡 字上野中 田 賃借権 令和2年4月1日

５筆全体6万円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

740 816.00 水田 4年 10か月

大山町

大山町 住吉 字中山道上提辺 畑 賃借権

382 1 2,219.00 普通畑

384 2 211.00 普通畑

大山町 住吉 字中山道上提辺 畑 賃借権

384 1 5,106.00 普通畑
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大山町 岡 字冷リ井手 田

797 3,020.00 令和7年2月28日

大山町 岡 字高塚 田 令和2年4月1日

賃借権 全体21,000円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

883 2,966.00 水田 4年 11か月

全体21,000円

全体12,000円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

325 1 1,924.00 水田 4年 11か月

大山町 上市 字上京徳万 田 賃借権

6
大山町 潮音寺字柿木田 田

11 件 令和7年2月28日

計 26,577.00

令和2年4月1日

令和7年3月7日

株式会社Earth corporation 令和2年4月1日

使用貸借 0

275 2,279.00 水田 4年 11か月

字皿田 田 使用貸借 令和2年4月1日

1693 3,451.00 水田 令和5年2月9日

1670 3,141.00 水田 2年 10か月

大山町 倉谷

大山町 倉谷 字牛ノ前 田 使用貸借 0

1441 6 9,017㎡のうち2,013㎡ 普通畑 令和7年2月9日

(公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

1440 1 3,423.00 普通畑 4年 10か月

大山町 松河原

大山町 松河原字上大中尾 畑 賃借権 5筆全体3万円

大山町 松河原字小茅見峰 畑 賃借権

1441 11 4,028㎡のうち305㎡ 普通畑

1432 9 2,512.00 普通畑

字小茅見峰 畑 賃借権 令和2年4月1日

大山町 松河原字下スガマ 畑 賃借権

1441 12 2,317㎡のうち543㎡ 普通畑

大山町 松河原字小茅見峰 畑 賃借権

(公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

令和2年4月1日

計 17,667.00

7
大山町 稲光 字高橋

1111 2,598.00 水田 令和5年2月9日

8 件

小林　路明 大山町 稲光 字福王子 田 賃借権

985 2,893.00 水田 2年 10か月

田 賃借権 5,000 円/10a

計 5,491.00

2 件
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賃借権 3筆全体33,800円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

1343 2,320.00 水田 4年 10か月

田 賃借権

8
大山町 押平 字下谷田 田

大山町 押平 字末美津 田 賃借権

1299 2,265.00

令和2年4月1日

1298 2,702.00 水田 令和7年2月9日

高虫　秀樹 大山町 押平 字末美津

9
大山町 大塚 字治良ヶ市 田

3 件

計 7,287.00

水田

令和2年4月1日

1218 1 2,300.00 水田 令和7年2月9日

谷　信明 大山町 大塚 字治良ヶ市 田 賃借権

賃借権 玄米30kg 物納

1222 3,060.00 水田 4年 10か月

大山町 名和 字上岩坪 田 使用貸借

大山町 大塚 字治良ヶ市 田 賃借権

1218 2 476.00 水田

2375 1,566.00 水田 令和7年3月9日

大山町 名和 字上岩坪 田 使用貸借 令和2年4月1日

0

2374 1,543.00 水田 4年 11か月

1401 1 1,641.00 水田

大山町 名和 字四反田 田 使用貸借

大山町 名和 字上岩坪 田 使用貸借

2378 1 1,499.00 水田

計 12,085.00

10
大山町 御崎 字海道ノ下 田 賃借権

7 件

790 1,614.00 水田 令和7年3月6日

西村　隆 大山町 御崎 字海道ノ下 田 賃借権

10,000 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

789 89.00 水田 4年 11か月

令和2年4月1日

賃借権

大山町 御崎 字一窪田 田

11か月

851 159.00 水田 令和2年4月1日

大山町 御崎 字一窪田 田 賃借権 4年

937 2 1,135.00 水田

937 1 1,217.00 水田

大山町 御崎 字滝ノ上 田 賃借権

852 1,331.00 水田

大山町 御崎 字滝ノ上 田

賃借権 令和7年3月9日
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大山町 御崎 字海道ノ下 田 賃借権

937 3 609.00 水田

大山町 御崎 字滝ノ上 田 賃借権

817 2 1,265.00 水田

大山町 御崎 字海道ノ下 田 賃借権

817 1 700.00 水田

大山町 御崎 字海道ノ下 田 賃借権

10 件

計 9,114.00

817 3 995.00 水田

賃借権 全体3,000円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

293 2 586.00 普通畑 2年 10か月
11

大山町 末吉 字中宮原 畑

12
大山町 坊領 字上岸ノ前 田

1 件 令和5年2月9日

計 586.00

農事組合法人　末吉 令和2年4月1日

令和2年4月1日

1664 2,947.00 水田 令和12年2月9日

農事組合法人大山カラス天狗 大山町 坊領 字荒神田 田 使用貸借

使用貸借 0

1585 802.00 水田 9年 10か月

水田

大山町 坊領 字中嶋 田 使用貸借

1704 1,112.00

大山町 坊領 字下砂田 田 使用貸借

1790 3,345.00 水田

大山町 坊領 字下砂田 田 使用貸借

計 10,857.00

13
大山町 平 字垣ノ内

1793 2,651.00 水田

5 件

838 2,049.00 水田 令和7年3月9日

11か月

渡邊　潔 大山町 平 字前河原 田 使用貸借 令和2年4月1日

田 使用貸借 0

860 567.00 水田 4年

使用貸借

水田

大山町 平 字前河原 田

839 1,985.00
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大山町 平 字薮ノ内 田 使用貸借

田 使用貸借

966 1,427.00 水田

963 635.00 水田

大山町 平 字薮ノ内

967 1,961.00 水田

大山町 平 字薮ノ内 田 使用貸借

14
大山町 稲光 字神田 田 使用貸借

7 件

使用貸借 0

7 1 3,461.00 水田

計 12,085.00

大山町 神原 字宮ノ後 田

令和5年3月9日

渡邊　仁史 令和2年4月1日

0

883 1 754.00 水田 2年 11か月

使用貸借

水田 2年 11か月

令和2年4月1日

大山町 稲光 字神田 田

883 2 1,260.00

大山町 唐王 字上清水 田 使用貸借

887 2 1,800.00

798 3,057.00 水田

887 1 280.00 水田 令和5年3月9日

大山町 唐王 字上清水 田 使用貸借

大山町 唐王 字後田 田 使用貸借

887 3 685.00 水田

水田

大山町 唐王 字上清水 田 使用貸借

15
大山町 岡 字向田 田 賃借権

6 件

計 7,836.00

844 2 960.00 水田 令和12年3月9日

小林重人 大山町 岡 字向田 田 賃借権

2筆全体３万円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

844 1 2,078.00 水田 9年 11か月

令和2年4月1日

2 件

計 3,038.00



(A）

１．添付書類等の省略について、該当する場合は以下の区分を記載。

A 現に機構から配分を受けている農地をふたたび同じ経営体に配分する場合。

B 既に機構から配分を受けている法人経営体でその経営体の定款等に変更がない場合。

C 農業委員会が認める農地所有適格法人の場合。

２．添付書類の「農用地利用配分計画により賃借権等を受ける者の農業経営の状況等」で省略に該当する項目には斜線を引く。

16
大山町 御崎 字滝ノ上 田

1 件 令和5年3月9日

計 1,626.00

11か月

西村　愛治 令和2年4月1日

賃借権 全体15,100円 (公財)鳥取県農
業農村担い手育
成機構名義の貯
金口座に振込む

929 1,626.00 水田 2年



２　共通事項
この農用地利用配分計画の定めるところにより設定又は移転を受ける権利は、各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）賃借権の設定等の条件

（２）借賃の支払猶予

（３）借賃の改訂

（４）転貸又は譲渡

（５）遅延損害金

（６）修繕及び改良

（７）租税公課の負担

（８）賃借権又は使用貸借権の消滅

（９）目的物の返還

（10）賃借権又は使用貸借権に関する事項の変更の禁止

（11）権利取得者の責務

（12）機構関連事業について
甲が農地中間管理権を有している農用地等については、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

（13）その他
この農用地利用配分計画に定めのない事項及び農用地利用配分計画に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び鳥取県が協議して定める。

ア　乙は、この農用地利用配分計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
イ　乙は、法第21条第１項の規定により、毎年、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について、甲に報告しなければならない。

ア　乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において土地所有者が当該土地を修繕する。ただし、緊急を要するときその他土地所
　　有者において修繕することができない場合で甲及び土地所有者の同意を得たときは、乙が修繕することができる。この場合において、乙が修繕の費用を支出したときは、甲
　　と協議のうえ土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。
イ　乙は、甲及び土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行うことができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、甲、乙が別途定めるところによるほかは、民法、土地改良法等の法令に従う。

ア　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。
イ　当該土地に係る農業災害補償法に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、甲、乙が別途定めるところによる。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙の負担とする。

天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部又は一部が滅失し、その目的を達することができなくなったときは、この農用地利
用配分計画の定めるところにより設定又は移転された賃借権又は使用貸借権は消滅する。

賃借権又は使用貸借権の存続期間が満了したときは、乙は、その満了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗
力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。

甲及び乙は、この農用地利用配分計画に定めるところにより設定又は移転される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び鳥取県が協議の上、真にやむを
得ないと認められる場合は、この限りでない。

各筆明細に定める公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構（以下「甲」という。）による賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転（以下「賃借権の設定等」とい
う。）は、賃借権の設定等を受ける者（以下「乙」という。）が当該賃貸借の設定等を受けた土地について次のいずれかに該当するときは解除をすることを条件とする。
ア　当該農用地等を適正に利用していないと認められるとき。
イ　正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）（以下「法」という。）第21条第１項の規定による報告をしないとき。

甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、相当と認められる期日までにその支払を猶予する。

この農用地利用配分計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法第52条の農業委員会が提供する借賃の動向を勘案して、甲、乙が協議して定める額に改訂する。

乙は、本計画により権利の設定もしくは移転を受けた土地について転貸し、又は設定若しくは移転を受けた権利を譲渡してはならない。

ア　乙は、各筆明細に定める期日までに借賃を支払わない場合は、甲に対し、支払期日の翌日から支払日までの間を計算期間とする遅延損害金を支払わなければならない。
イ  遅延損害金は、鳥取県延滞金徴収条例（昭和２７年鳥取県条例第４５号）第３条の規定に準じて計算して得た額とする。


